
ご意見、ご質問 回答

本日はありがとうございました。
算定対象の月度選択等、昨年設定したものと同様の設定が表示されますでしょう
か？
もしくは、最初から設定が必要でしょうか？
宜しくお願い致します。

こちらこそ、本日はご参加いただきありがとうございました。
算定対象の月度選択ですが、昨年以降、事業所マスターの給与設定（【事業所】－事業所給与設定メ
ニューの左下）が変わっていなければ、昨年と同様の設定が表示されます。
また、社保算定除外賃金の扱い等月度選択以外の項目も、基本的には前年度のデータが表示されます
が、前年度の算定を行っていない場合などは、最後に算定処理を行った時の年度のデータが表示されま
す。

ありがとうございました。 こちらこそ、ご参加いただきありがとうございました。

本日はありがとうございました。
今回の勉強会の動画もアーカイブで視聴することは出来ますでしょうか。

こちらこそ、ご参加いただきありがとうございました。
今回の動画もアーカイブでご覧いただけます。
メールでお送りしておりますので是非ご覧ください。

勉強会ありがとうございました。 こちらこそ、ご参加いただきありがとうございました。


